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保証票記載例

１ 生産業者保証票（汚泥肥料等以外の登録肥料の場合）

（記載例）

2cm 生産業者保証票
以上

登録番号 生第１２３４５号
肥料の種類 化成肥料
肥料の名称 有機入り化成肥料１号
保証成分量(%) 窒素全量 10.0

内ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 8.0
りん酸全量 10.0
内可溶性りん酸 9.6
内水溶性りん酸 5.0

水溶性加里 5.0
原料の種類
(窒素全量を保証又は含有する原料)
尿素、動物かす粉末類〈肉かす粉末〉化
成肥料〔副産有機質原料〕

8.8 備考 :1 窒素全量の量の割合の大きい
cm 順である。
以上 2 〈 〉内は動物かす粉末類の内容

. である。
3 肉かす粉末は、牛及び豚に由来
するものである。

4〔〕は化成肥料の窒素全量を含有
する原料である。

(農林水産大臣の確認を受けた工程におい
て製造された原料)

肉かす粉末
備考 :肉かす粉末は、牛の脊柱等が混合
しないものとして農林水産大臣の確
認を受けた工程において製造された
ものである。

材料の種類、名称及び使用量
(使用されている効果発現促進材)
硫酸第一鉄（鉄として） 1.7%

(使用されている摂取防止材)
消石灰 5%
正味重量 ２０ｋｇ
生産した年月 平成２７年２月
生産業者の氏名又は名称及び住所
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地

生産した事業場の名称及び所在地
○○株式会社 ○○事業場
○○県○○市○○町○○番地

7.2cm以上

この肥料には、牛由来たん白質が入って
いますから、家畜等の口に入らないところ
で保管・使用し、家畜等に与えたり、牧草
地等に施用したりしないで下さい。

原 料 の 種 類 の 欄 の 記 載 方 法

に つ い て は 「 肥 料 取 締 法 施

行 規 則 第 十 一 条 の 二 第 一 項

及 び 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き

原 料 及 び 材 料 の 保 証 票 へ の

記 載 に 関 す る 事 項 を 定 め る

件 」 （ 昭 和 ５ ９ 年 ３ 月 １ ６

日 付 農 林 水 産 省 告 示 第 ７ ０

０ 号 、 最 終 改 正 平 成 １ ６

年 １ 月 １ ６ 日 ） に 従 っ て 記

載 し て 下 さ い 。

・登録番号
・肥料の種類
・肥料の名称
・保証成分量
・生産業者の氏名又は名称及び住所
・生産した事業場の名称及び所在地
については登録証及び登録申請書の記
載のとおりに記載して下さい。
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注）
○ 「材料の種類、名称及び使用量」については、硝酸化成抑制材、効果発現促進材、摂取防止材、
組成均一化促進材又は着色材を使用した場合のみ記載が必要になり、他の材料については記載す
る必要はありません。また、配合に当たって原料として使用した肥料に使用された組成均一化促
進材又は着色材についても記載を省略することができます。

○「この肥料には、牛由来たん白質が…」の表示は、原料として牛由来の原料が使用された場合に
必要な表示で、保証票の枠の中に記載することはできません。また、動物由来たん白質であって
も牛由来の原料を含まない場合（豚や鶏）は、以下の表示を保証票の枠外に記載してください。

この肥料には、動物由来たん白質が入っ
ていますから、家畜等の口に入らないとこ
ろで保管・使用して下さい。
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２ 生産業者保証票（汚泥肥料等の登録肥料の場合）

汚泥肥料等の製品に添付する保証票中には、主要な成分量及び炭素窒素比を表示する必
要があります。
表示方法については以下の例により記載するようにしてください。

（記載例）

2cm 生産業者保証票
以上

登録番号 生第２３４５６号
肥料の種類 汚泥発酵肥料
肥料の名称 汚泥発酵肥料特１号
原料の種類(原料)
家庭生ごみ、下水汚泥、もみがら、カニ
がら
備考 ;生産に当たって使用された重量
の大きい順である。
正味重量 ２０ｋｇ
生産した年月 平成２７年２月
生産業者の氏名又は名称及び住所

8.8 ○○株式会社
cm ○○県○○市○○町○○番地
以上 生産した事業場の名称及び所在地

○○株式会社 ○○事業場
○○県○○市○○町○○番地

主要な成分の含有量
窒素全量 １．３％
りん酸全量 １．５％
加里全量 ０．５％未満
銅全量 ３５０ｍｇ／ｋｇ
亜鉛全量 ９８０ｍｇ／ｋｇ
石灰全量 １５．８％

炭素窒素比 １２

7.2cm以上

この肥料には、動物由来たん白質が入って
いますから、家畜等の口に入らないところで
保管・使用して下さい。

注）銅全量は300mg/kg以上、亜鉛全量は900mg/kg以上、石灰全量は15%以上の場合に表示が必要と
なり、これらの数値未満の場合には、成分量の表示は必要ありません。

「材料の種類、名称及び使用量」については、硝酸化成抑制材、効果発現促進材、摂取防止材、
組成均一化促進材又は着色材を使用した場合のみ記載が必要になり、他の材料については記載す
る必要はありません。

「この肥料には、動物由来たん白質が…」の表示は、原料として動物由来たん白質（肉骨粉、
蒸製骨粉、魚かす粉末等）が使用された場合に必要な表示で、保証票の枠の中に記載することは
できません。また、牛由来の原料を含む場合は、保証票に「農林水産大臣の受けた工程において
製造された原料」である旨記載するとともに、以下の表示を保証票の枠外に記載してください。

この肥料には、牛由来たん白質が入ってい
ますから、家畜等の口に入らないところで保
管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に
施用したりしないで下さい。

原 料 の 種 類 の 欄 の 記 載 方 法

に つ い て は 「 肥 料 取 締 法 施

行 規 則 第 十 一 条 の 二 第 一 項

及 び 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き

原 料 及 び 材 料 の 保 証 票 へ の

記 載 に 関 す る 事 項 を 定 め る

件 」 （ 昭 和 ５ ９ 年 ３ 月 １ ６

日 付 農 林 水 産 省 告 示 第 ７ ０

０ 号 、 最 終 改 正 平 成 １ ６

年 １ 月 １ ５ 日 ） に 従 っ て 記

載 し て 下 さ い 。

・登録番号
・肥料の種類
・肥料の名称
・生産業者の氏名又は名称及び住所
・生産した事業場の名称及び所在地
については登録証及び登録申請書の
記載のとおりに記載して下さい。

主 要 な 成 分 の 含 有 量 に

つ い て は 現 物 の 値 で 表

示 し て 下 さ い 。
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○表示の際の単位及び表示桁数について

成分名 単位 表示桁数

窒素全量 重量％ 小数点以下 １桁
りん酸全量 重量％ 小数点以下 １桁
加里全量 重量％ 小数点以下 １桁
銅全量 ｍｇ／ｋｇ 整数
亜鉛全量 ｍｇ／ｋｇ 整数
石灰全量 重量％ 小数点以下 １桁
硫黄分全量 重量％ 小数点以下 １桁
炭素窒素比 － 整数

注）窒素全量、りん酸全量及び加里全量については０．５％未満の場合は
「０．５％未満」と表示することができます。）

○各成分の表示形態について

主要な成分の含有量については次の化学物質の形態で数値を表示してください。

成分名 表示形態 化学式
（化学物質名）

窒素全量 窒素 Ｎ
りん酸全量 五酸化リン Ｐ２Ｏ５

加里全量 酸化カリウム Ｋ２Ｏ
銅全量 銅 Ｃｕ
亜鉛全量 亜鉛 Ｚｎ
石灰全量 酸化カルシウム ＣａＯ
硫黄分全量 三酸化硫黄 ＳＯ３

注）
分析機関によっては、りん酸全量、加里全量及び石灰全量についても酸化物の形態ではなく元
素の形で数値を分析報告書に記載されている場合があります。
この場合には次の計算式で数値を換算する必要があります。

リン（Ｐ）から五酸化リン（Ｐ２Ｏ５）への換算
[P2O5]=[P]×141.95/30.97/2

=[P]×2.291
カリウム（Ｋ）から酸化カリウム（Ｋ２Ｏ）への換算

[K2O]=[K]×94.19/39.09/2
=[K]×1.205

カルシウム（Ｃａ）から酸化カルシウム（ＣａＯ）への換算
[CaO]=[Ca]×56.08/40.07

=[Ca]×1.399

○乾物値及び現物値の表記について
主要な成分の含有量については現物の値で表示してください。
注１） 分析機関によっては、現物の値ではなく乾物換算値で数値を分析報告書に記載されている場

合があります。
この場合には、次の計算式で数値を現物の値に換算する必要があります

X；現物の値（％）、 Y；分析値（乾物換算値）（％）、M；現物の水分の値(％)
X＝Y×（１００－M）／１００

例；水分が５０％の場合 X ＝Y×(100－50)／100
＝Y× ０．５

水分が７０％の場合 X ＝Y×(100－70)／100
＝Y× ０．３

水分が１０％の場合 X ＝Y×(100－10)／100
＝Y× ０．９

注２）炭素窒素比は有機炭素を窒素全量で除した値（Ｃ／Ｎ）であるため、
算出に用いた両者の値が乾物又は現物の値でそろっていれば、数値に影響はありません。

〇主要な成分の含有量については、生産した事業場のにおける平均的な測定値をもって
記載することができます。この場合においては、「主要な成分の含有量（生産した事
業場における平均的な測定値）」と記載してください。
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３ 生産業者保証票（指定配合肥料の場合）

（記載例）

2cm 指定配合肥料
以上 生産業者保証票

肥料の名称 有機入り配合肥料１号
保証成分量(%) 窒素全量 10.0

内ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 8.0
りん酸全量 10.0
内可溶性りん酸 9.6
内水溶性りん酸 5.0

水溶性加里 5.0
原料の種類
(配合原料)
尿素、骨粉質類〈肉骨粉〉、化成肥料

備考 :1 重量割合の大きい順である。
2 〈〉内は骨粉質類の内容である。
3 肉骨粉は、牛及び豚に由来するもの

8.8 である。
cm (農林水産大臣の確認を受けた工程にお い
以上 て製造された原料)

肉骨粉
備考 :肉骨粉は、牛の脊柱等が混合しないも
のとして農林水産大臣の確認を受けた工
程において製造されたものである。

材料の種類、名称及び使用量
(使用されている効果発現促進材)
硫酸第一鉄（鉄として） 1.7%

(使用されている摂取防止材)
パームアッシュ
正味重量 ２０ｋｇ
生産した年月 平成２７年２月
生産業者の氏名又は名称及び住所
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地

生産した事業場の名称及び所在地
○○株式会社 ○○事業場
○○県○○市○○町○○番地

7.2cm以上

この肥料には、牛由来たん白質が入ってい
ますから、家畜等の口に入らないところで保
管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に
施用したりしないで下さい。

○「材料の種類、名称及び使用量」については、効果発現促進材又は摂取防止材を使用した肥料を
原料とする場合に記載が必要になります。また、組成均一化促進材又は着色材を使用した肥料を
原料とする場合も記載することができます。他の材料については記載する必要はありません。な
お、これらの材料を使用した肥料を原料とする場合の記載であり、指定配合肥料の生産に当たり
これら材料を使用することはできません。（生産に当たり使用できる材料は農林水産大臣の指定
する固結防止材のみです）。
○「この肥料には、牛由来たん白質が…」の表示は、原料として牛由来の原料が使用された場合に
必要な表示で、保証票の枠の中に記載することはできません。また、動物由来たん白質であって
も牛由来の原料を含まない場合（豚や鶏）は、以下の表示を保証票の枠外に記載してください。

この肥料には、動物由来たん白質が入って
いますから、家畜等の口に入らないところで
保管・使用して下さい。

原 料 の 種 類 の 欄 の 記 載 方 法

に つ い て は 「 肥 料 取 締 法 施

行 規 則 第 十 一 条 の 二 第 一 項

及 び 第 二 項 の 規 定 に 基 づ き

原 料 及 び 材 料 の 保 証 票 へ の

記 載 に 関 す る 事 項 を 定 め る

件 」 （ 昭 和 ５ ９ 年 ３ 月 １ ６

日 付 農 林 水 産 省 告 示 第 ７ ０

０ 号 、 最 終 改 正 平 成 １ ６

年 １ 月 １ ６ 日 ） に 従 っ て 記

載 し て 下 さ い 。

・肥料の名称
・生産業者の氏名又は名称及び住所
・生産した事業場の名称及び所在地
については指定配合肥料生産業者届出
書の記載のとおりに記載して下さい。
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４ 輸入業者保証票（汚泥肥料等以外の登録肥料の場合）

（記載例）

2cm 輸入業者保証票
以上

登録番号 輸第３４５６７号
肥料の種類 化成肥料
肥料の名称 有機入り化成肥料１号
保証成分量(%) 窒素全量 10.0

内ｱﾝﾓﾆｱ性窒素 8.0
りん酸全量 10.0
内可溶性りん酸 9.6
内水溶性りん酸 5.0

水溶性加里 5.0
原料の種類

8.8 (窒素全量を保証又は含有する原料)
cm 尿素、化成肥料〔副産有機質原料〕、甲
以上 殻類質肥料粉末

備考 :1 窒素全量の量の割合の大きい順で
ある。

2〔〕は化成肥料の窒素全量を含有す
る原料である。

材料の種類、名称及び使用量
(使用されている効果発現促進材)
硫酸第一鉄（鉄として） 1.7%
正味重量 ２０ｋｇ
輸入した年月 平成２７年２月
輸入業者の氏名又は名称及び住所
○○株式会社
○○県○○市○○町○○番地

7.2cm以上

この肥料には、動物由来たん白質が入って
いますから、家畜等の口に入らないところで
保管・使用して下さい。

○ 「材料の種類、名称及び使用量」については、硝酸化成抑制材、効果発現促進材、摂取防止材、
組成均一化促進材又は着色材を使用した場合のみ記載が必要になり、他の材料については記載す
る必要はありません。

○ 「この肥料には、動物由来たん白質が…」の表示は、原料として動物由来たん白質（肉骨粉、
蒸製骨粉、魚かす粉末等）が使用された場合に必要な表示で、保証票の枠の中に記載することは
できません。また、牛由来の原料を含む場合は、保証票に「農林水産大臣の受けた工程において
製造された原料」である旨記載するとともに、以下の表示を保証票の枠外に記載してください。

この肥料には、牛由来たん白質が入ってい
ますから、家畜等の口に入らないところで保
管・使用し、家畜等に与えたり、牧草地等に
施用したりしないで下さい。

〇 輸入された肥料で、加工されることなくそのまま肥料として農家等に販売される場合には、原
産国の表示を、保証票の枠の下などの見やすい場所に記載してください。輸入された肥料を単に
小分けして袋などに詰め替える場合も、原産国を表記してください。なお、国名よりも地名のほ
うが一般に知られている場合には、原産地国名ではなく、原産地名を表記することができます。

原 料 の 種 類 の 欄 の 記 載 方

法 に つ い て は 「 肥 料 取 締

法 施 行 規 則 第 十 一 条 の 二

第 一 項 及 び 第 二 項 の 規 定

に 基 づ き 原 料 及 び 材 料 の

保 証 票 へ の 記 載 に 関 す る

事 項 を 定 め る 件 」 （ 昭 和

５ ９ 年 ３ 月 １ ６ 日 付 農 林

水 産 省 告 示 第 ７ ０ ０ 号 、

最 終 改 正 平 成 １ ６ 年 １ 月

１ ６ 日 ） に 従 っ て 記 載 し

・登録番号
・肥料の種類
・肥料の名称
・保証成分量
・輸入業者の氏名又は名称及び住所
については登録証の記載のとおりに記
載して下さい。


